
 

令和８年４月１日 

緊急時の体制 

（１）事故発生時 

 

第一発見者 

事故発生 

応急処置 

(養護教諭) 

医療機関へ連絡 

(119番通報も) 

原因・状況調査 

(担任または学年所属) 
校長・副校長に連絡 

・教室で観察 

・保健室で観察 

・帰宅させ観察 

 ＊自力 

 ＊保護者の迎え 

 ＊教員付き添い 

診察・治療(医療機関) 

・随時、学校へ状況を報告する 

・保護者とともに医師より診断結果、今後の指示

を聴く 

保護者へ連絡 

・事故発生状況、学校の対応状況を正確

に伝える。 

・応急処置済みであることを伝える。 

・病院の指定希望の確認(急を要する場合

は搬送先を伝える) 

・保険証を持参するよう依頼 

・自宅へ送り届ける 

・保護者の付き添いで帰宅する 
入院する 

・医療機関へ移送 

(緊急時は救急車を要請) 

・付き添いは養護教諭、担任等 

・生徒カード(健康カード)持参 

★近くにいる教員、生徒へも応援

を依頼する 

★付き添いは複数人が望ましい 

★状況報告はこまめに学校へ 

★事故発生から時系列で状況や対

応を記録する 

★日本・スポーツ振興センターを

使用するかどうか保護者へ確認 

学校に連れて帰る 

① 事故の原因、発生後の措置等についての問題点を明確にし、事故の再発予防と安

全管理・安全の徹底を図る。 

② 事故に対する外部からの問い合わせ、取材等に対しての窓口は校長・副校長のみ

とする。(窓口の一本化) 

③ 保護者に対して日本スポーツ振興センターによる給付金について十分に説明し養

護教諭が必要な手続きを行う。 

④ 死亡事故等の場合は校長が必要に応じて保護者・地域へも事実を伝え説明する。 

★原因によっては生活指導主任へ

も連絡し、関係諸機関への連絡 

※生徒の事後の経過を引き続き観察していく（担任、養護教諭、他） 

★首から上の事故については必ず

医療機関を受診させる 

★頭部、呼吸困難、心臓発作や脊

髄、内臓損傷の疑いがある場合

は、医師や救急隊員の指示を待

つ→ＡＥＤ使用に備える。 

【報告】 

(養護教諭、担任等より) 

・電話等で校長・副校長へ報告 

・帰校後関係した教職員へ報告 

・翌朝全教職員へ報告 


